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国民健康保険・後期高齢者医療保険の70歳以上の皆さまへ

平成30年８月から高額療養費の上限額が変わります
　全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られ
るよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
　そのため、平成 30年８月から 70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額が変わります。
　皆さまのご理解をお願いします。

高 額 療 養 費 制 度 と は
　ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す
制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

⇒平成 30年８月から、上限額（月ごと・70歳以上）が下の表のように変わります。
　あわせて「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますので、ご留意ください。

■問合せ　町民税務課　☎ 47－ 8015

平成 30年 8月以降、ひと月にひとつの医療機関での支払が高額になる可能性
がある方は「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

年収約370～1,160万円（課税所得145～689万円）の
被保険者および同一世帯の被保険者は

ご注意ください!!


